
令和８年度都区財政調整方針（案）等について

【議会対応】【プレス発表】 企画総務委員会報告（令和８年２月６日）なし

【企画部】

概 要

４

令和7年度第24回庁議（令和8年1月30日） ③ ／ 報告事案

☞ 令和８年度都区財政調整方針（案）及び令和７年度都区財政調整再調整方針（案）について報告する。

1

２

令和８年度都区財政調整方針（案）

令和７年度都区財政調整再調整方針（案）

３ 今後の動き

都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整に関する条例（昭和４３年３月東京都条例第１５号）
根拠法令

令和８年２月上旬開催予定の都区協議会において都区合意予定

交付金の総額 １，３６０，３８８百万円（６２，１０８百万円）
（内訳）

ア 普通交付金 １，２７８，７６５百万円（５８，３８１百万円）
イ 特別交付金 ８１，６２３百万円（ ３，７２６百万円）

※括弧内は、対前年度当初見込額との増減
※詳細は、別紙１のとおり

※端数処理の関係で、内訳と合計が合わない。

(1) 再調整額 ４７，７２９百万円（当初算定時の残額 ６，４１０百万円、税収増による交付金の増 ４１，３１９百万円）
(2) 再調整の主な内容

ア 特別区人事委員会勧告による給与改定に伴う標準給単価等の見直しなど６項目を基準財政需要額に追加算定
イ 特別交付金への加算

※詳細は、別紙２のとおり
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令和８年度 都区財政調整方針（案） 

令和８年度の都区財政調整については、下記により行うものとする。 

記 

第一 基準財政収入額 

 １ 基準財政収入額は、各特別区の財政力を合理的に測定する趣旨
を踏まえながら、過去の実績に基づく標準算定を行う。 

 ２ 算定に当たっては、社会経済及び税制改正の動向、国税の状況
等を考慮しつつ、標準徴収率により算定する。 

 
第二 基準財政需要額 

 １ 基準財政需要額は、特別区がひとしくその行うべき事務を遂行
することができるよう、合理的かつ適正な方法により標準算定を
行う。 

 ２ 特別区における行財政の実態を踏まえ、算定方法を見直すとと
もに、各測定単位における数値の増減、国・都の方針による増減
等を見込むものとする。 

 
第三 今後の措置 

 １ 本方針に基づき、都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整
に関する条例の一部を改正する条例案及び予算案を令和８年第一
回東京都議会定例会に付議するものとする。 

 ２ 区別の算定は、令和８年度測定単位の数値の確認を待って行う。 
 

別 紙 １ 
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令和７年度 都区財政調整再調整方針（案） 
 
 令和７年度の都区財政調整については、令和７年度都区財政調整決定方針
（令和７年８月８日決定）に基づき区別算定が行われたが、その後の調整税等
の動向を踏まえ、下記により再調整を行うものとする。 

記 

第一 交付金の総額 

 令和７年度東京都一般会計予算において、調整税等が増額補正されることに
伴い、交付金の総額を増額するものとする。 
 
第二 基準財政需要額 

 次の事項に係る経費について、追加算定するものとする。 
 １ 共同生活援助等事業費 
 ２ 保育料第一子無償化への対応 
 ３ 予防接種費（新型コロナウイルス） 
 ４ 特別区人事委員会勧告による給与改定に伴う標準給単価等の見直し 

５ 首都直下地震等に対する防災・減災対策としての公共施設改 
築経費 

 ６ 義務教育施設の新築・増築等経費の起債充当除外 
 
第三 今後の措置 

 １ 令和７年度都区財政調整の再調整に関し、令和７年度分の都及び特別区
並びに特別区相互間の財政調整の特例に関する条例案及び補正予算案を
令和８年第一回東京都議会定例会に付議するものとする。 

 ２ 区別の算定は、上記条例の公布及び補正予算の成立を待って 
行う。 

別 紙 ２ 
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令和７年度 都区財政調整再調整の概要について 

 

 

１ 普通交付金の再調整額                   ４７７億円 

 

 （１）当初算定残額                      ６４億円 

 

 （２）税収増による普通交付金の増              ４１３億円 

   （税収増による特別交付金の増               ２６億円） 

 

２ 再調整の内容                       ４７７億円 

 

 （１）普通交付金所要額                   ４７３億円 

 

【再調整の主な項目】 

特別区人事委員会勧告による給与改定に伴う        １８２億円 

標準給単価等の見直し 

予防接種費（新型コロナウイルス）             ８３億円 

共同生活援助等事業費                   ３３億円 

保育料第一子無償化への対応                ３１億円 

 

 （２）特別交付金への加算                    ４億円 

 

３ 再調整後の交付金の総額              １兆３，４２２億円 

 

 （１）普通交付金                  １兆２，６１２億円 

 

 （２）特別交付金                      ８１０億円

 

 


